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４ 障害者総合支援法と介護保険法の適用に係る適切な運用について  

 

社会保障審議会障害者部会にてとりまとめられた「障害者総合支援法改正

法施行後３年の見直しについて」（令和３年 12 月 16 日）において、一律に介

護保険サービスが優先されるものではないこと等の運用に当たっての考え方

について改めて周知徹底を図ること、また、介護保険サービスの利用に当た

っての課題への対応として創設された制度の積極的な周知を進めることが必

要とされている。【関連資料１】 

 

（１）障害者総合支援法に基づく自立支援給付費と介護保険法との適用関係【関

連資料２】 

  我が国においては、自助を基本としつつ、共助が自助を支え、自助・共助

で対応できない場合に社会福祉等の公助が補完する仕組みが社会保障の基

本となっている。 

このため、あるサービスが公費負担制度でも社会保険制度でも提供される

ときは、国民が互いに支え合うために保険料を支払う社会保険制度の下で、

そのサービスをまず利用してもらうという「保険優先の考え方」が原則とな

っている。 

障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係に

ついては、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」（平成 19 年

３月 28 日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長

連名通知）で、介護保険サービスが原則優先されることとなるが、サービス

内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービ

ス固有のものについては、障害福祉サービスに係る介護給付費等を支給する

ことや、障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量

が、介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められ

る場合には、介護給付費等を支給することが可能であることなどの取扱いを

示すとともに、障害保健福祉関係主管課長会議において適切な運用に努めて

いただくよう周知してきたところである。  

また、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について」

（平成 27 年２月 18 日付事務連絡。以下「事務連絡」という。）において、制

度の適切な運用について示しているところであり、介護保険の被保険者であ

る障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、一律

に介護保険サービスを優先させることはせず、障害福祉サービスの利用に関

する具体的な利用意向等を聴き取りにより把握した上で、障害者の個々の状

況に応じた支給決定がなされるよう改めてお願いする。  

なお、介護保険の被保険者である障害者については、申請に係る障害福祉

サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能
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か否か、当該介護保険サービスに係る介護保険給付を受けることが可能か否

か等について判断するためにも、障害者の生活に急激な変化が生じないよう

配慮しつつ、まずは、要介護認定等申請を行っていただいた上で介護保険制

度からどのようなサービスをどの程度受けられるかを把握することが適当で

ある。 

したがって、要介護認定等の申請を行わない障害者に対しては、申請をし

ない理由や事情を十分に聴き取るとともに、継続して制度の説明を行い、申

請について理解を得られるよう丁寧に働きかけるよう改めてお願いする。 

さらに、特に 65 歳を迎える者については、介護保険制度の円滑な利用に向

け、要介護認定等の申請から認定結果通知にかかる期間も考慮して、65 歳に

到達する誕生日前の適切な時期から要介護認定等に係る申請の案内を行うよ

うお願いする。 

その際、単に案内を郵送するだけでなく、市町村職員又は相談支援専門員

から直接、介護保険制度について説明を行うことが望ましい。 

また、指定特定相談支援事業者と指定居宅介護支援事業者等との一層の連

携が図られるよう、 

  ・相談支援専門員が、利用者に対し必要な介護保険サービスを円滑に利用で

きるよう介護保険制度に関する案内を行うことや、本人の了解の下、利用

する指定居宅介護支援事業所等に対し利用者の状態や障害福祉サービスの

利用状況等サービス等利用計画に記載されている情報を提供するよう適切

に引継ぎを行うこと 

  ・介護保険サービス利用開始後も引き続き障害福祉サービスを利用する場合

は、サービス担当者会議等を活用して相談支援専門員と介護支援専門員が

随時情報共有を図ること 

  等については、事務連絡で既にお示ししているが、改めてお願いする。 

 

 

（２）新高額障害福祉サービス等給付費について【関係資料３】 

いわゆる「新高額障害福祉サービス等給付費」については、対象者等が制

度内容を正しく理解し、適当な時期に申請が行われることが重要である。 

このため、各市町村におかれては、対象者等に対し、制度の概要等につい

て丁寧に説明していただくようお願いする。なお、申請者への制度周知・説

明に当たっては、対象となりうる者へ個別に勧奨通知等を送付することが望

ましい。 

また、対象者要件を満たす者の把握については、必要に応じて介護保険担

当部局と連携し、対応いただきたい。 

加えて、新高額障害福祉サービス等給付費については、高額介護サービス

費【年額】等との併給調整後に支給を行う場合や、月払いで支給し、高額介

護サービス費【年額】確定後に重複支給額の併給調整を行う場合等、市町村

の判断により運用していただくこととしているが、いずれの場合においても、
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申請者に対し、償還のスケジュールについて十分な説明を行い、理解を得ら

れるよう対応されたい。 
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障害者総合支援法改正法施行後３年の見直しについて～中間整理～ （抄）

高齢の障害者に対する支援等について

• 現行の介護保険優先原則を維持することは一定の合理性があると考えられるものの、介護保険優先原則

の運用に当たっては、一律に介護保険サービスが優先されるものではなく、申請者ごとの個別の状況を丁

寧に勘案し、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービスの利用も含めて、申請者が必要としている支

援が受けられるよう、支給決定を行う市町村において適切な運用がなされることが必要である。市町村に

よって、運用状況に差異があるとの指摘を踏まえ、一律に介護保険サービスが優先されるものではないこ

と等の運用に当たっての考え方について改めて周知徹底を図ることが必要である。

介護保険優先原則について

• また、介護保険サービスの利用に当たっての課題への対応として創設された制度の普及が十分に進んで

いるとは言えない状況であるため、

・ 共生型サービスについては、関係事業者に対する制度そのものの周知や、当該サービスの立ち上げに

必要な準備、手続き等についての周知に取り組むとともに、

・ 新高額障害福祉サービス等給付費については、当該制度についての情報が対象となり得る利用者に伝

わるよう自治体における積極的な周知を進めるとともに、自治体による円滑な制度実施に向けた留意

点や事例を示すことが必要である。

既存の制度について

関連資料１
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介護保険制度と障害福祉制度の適用関係

社会保障制度の原則である保険優先の考え方の下、サービス内容や機能から、障害福祉
サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則介護保険サービスに係る保険給
付を優先して受けることになる。

（２）介護給付費等と介護保険制度との適用関係

市町村は、介護保険の被保険者（受給者）である障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに
応じて、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か、当該介護保険サービス
に係る保険給付又は地域支援事業を受け、又は利用することが可能か否か等について、介護保険担当課や当該受給者の居宅介護支援を
行う居宅介護支援事業者等とも必要に応じて連携した上で把握し、適切に支給決定すること。

② 介護保険サービス優先の捉え方

ア サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護保険サービスに係
る保険給付を優先して受けることとなる。しかしながら、障害者が同様のサービスを希望する場合でも、その心身の状況やサービス利用
を必要とする理由は多様であり、介護保険サービスを一律に優先させ、これにより必要な支援を受けることができるか否かを一概に判
断することは困難であることから、障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特
定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする。

したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容（利用意向）を聴き取りにより把握した上
で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断すること。

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について（平成19年通知）」

一律に介護保険サービスを優先的に利用するものではなく、申請者の個別の状況に応じ、申
請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能かを判断

関連資料２
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③ 具体的な運用

申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本的には
介護給付費等を支給することはできないが、以下のとおり、当該サービスの利用について介護保険法の規定による保険給付が受けら
れない場合には、その限りにおいて、介護給付費等を支給することが可能である。

ア 在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに
相当する介護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上
において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合。

イ 利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど、当該障害者が実際に
申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合（当該事情が解消するま
での間に限る。）。

ウ 介護保険サービスによる支援が可能な障害者が、介護保険法に基づく要介護認定等を受けた結果、非該当と判定された場合な
ど、当該介護保険サービスを利用できない場合であって、なお申請に係る障害福祉サービスによる支援が必要と市町村が認める
場合（介護給付費に係るサービスについては、必要な障害支援区分が認定された場合に限る。）

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について（平成19年通知）」

イ サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの（同行援
護、行動援護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援等）については、当該障害福祉サービスに係る介護給付費等
を支給する。

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について（平成19年通知）」

市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによって確保することができないと
認められる場合等には、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能

障害福祉サービス固有のサービスと認められるものを利用する場合については、障害者
総合支援法に基づくサービスを受けることが可能
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